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「大鳥池」庄内赤川土地改良区で管理する農業用水源として夏場の水不足解消のため赤川に放流しています。
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　農家に生まれ、小さい時から「水・土・里」

に囲まれて育ってきた私ですが、これからはそ

れらを守る役割を担っていくために、一つずつ

勉強しながら頑張りますのでよろしくお願いい

たします。

新 　 人 　 紹 　 介

本  区  の  業  務  と  連  絡  先

　私は庄内に住んで今年４年目ですが、緑豊か

な庄内平野は、食の産地としても本当に素晴ら

しいところだと思います。一日も早く仕事を覚

えて皆さんの力になれるよう努力しますのでよ

ろしくお願いいたします。

★萩原智恵（22）　工務部所属

本年度より事務局体制が変わりました。各業務のお問い合わせ先は下記のとおりですので

よろしくお願いいたします。

■賦課金・農地転用・経営移譲・会計業務等

財務会計部 ：（TEL）0235-22-5079
（FAX）0235-22-2185

e-mail : kanri@shonaiakagawa.jp

■水利・施設管理・各種事業・工事等

工　務　部 ：（TEL）0235-22-1173
（FAX）0235-22-2434

■その他のお問い合わせ
　総　務　部 ：（TEL）0235-22-2135㈹
　総　務　部 ：（FAX）0235-22-2185

e-mail : koumu@shonaiakagawa.jp

★伊田真澄（23）　工務部所属
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　去る３月11日に東日本を襲った未曾有の大震災か

ら二月が過ぎ、いまだその爪あと深く、日本経済へ

の打撃と国民生活への影響が懸念されているところ

でありますが、まずは被災地の一日もはやい復興を

願うとともに、犠牲になられた多くの皆様に衷心よ

り哀悼の意を表します。

　本区でも赤川国営二期事業が始まりました。昨年10月に赤川農業水利事業所が開所され、本年春よりボーリング調

査が行われ、秋にはいよいよ工事着工を迎えることとなりますが、組合員皆様の尚一層のご理解とご協力をお願いす

る次第でございます。

　本区の運営につきましては、平成23年４月より機構改革、組織再編を行い、より合理的かつ効率的な運営を実施す

るとともに、組合員負担軽減のための経費節減に努力する所存でございます。具体的には、従来の正職員定員37名を

30名に減らしたうえで、３部制を敷き、職員間の連携を強化するために、従来の工務課３つを１つの部としてまとめ

ました。新たな組織体制でのスタートになるわけですが、運営に支障を来たさないよう努力いたしますので、ご理解

とご協力をお願い申し上げます。

　また、平成23年度の予算に関しましては、機構改革による人件費削減などの効果により、一般会計で各地区とも

10ａ当り賦課金200円以上を軽減できることになりました。一般会計予算総額は、約６億２千万円で前年度比約６千

８百万円の減となっております。

　平成23年度の新規事業としましては、青龍寺川地区の栄・京田地区と東郷堰地区で県営集落基盤整備事業、中川地

区の横山上地区で小規模畑地化整備事業、天保大川地区の大川堰地区で県営農村災害対策整備事業など新たな補助事

業が実施される予定でございます。

　また、昨年から心配されておりました４月の取水問題につきましては、２年間の試験通水という形で本年から対応

が可能となりました。今後は、許可水利権の範囲で取水するとともに、稲の生育状況を把握し、関係機関と連携しな

がら万全な用水対策の実施を考えております。

　最後になりますが、厳しい農業情勢、経済状況の中で、本区運営につきましても更なる努力が求められるものと認

識するとともに、震災復興における土地改良事業の役割など、広い視野と地域貢献の意識を持ちながら、まずは、組

合員皆様への用水の安定供給と万全な施設維持管理を念頭に、役職員一丸となり努力する次第でございますので、重

ね重ねではありますが皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、広報「庄内赤川」発行にあたり、挨拶といたします。

庄内赤川土地改良区

理事長　清　和　亮　次

ご あ い さ つ
　庄内赤川土地改良区の組合員の皆様には、日頃よ

り、農業農村整備事業の推進及び赤川農業水利施設

の管理につきまして多大なご理解とご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。また、二期事業の発足に当た

りまして、これまで格別なご尽力とご協力を賜りました山形県をはじめ、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内赤川土地改

良区及び因幡堰土地改良区、並びに地元関係者の皆様方に対しまして、心から感謝を申し上げます。

　本事業の受益地である赤川地区は、優良な農産物を生産する食糧拠点となっており、水稲を中心に水田の畑利用に

よる大豆、えだ豆、赤カブ等を組み合わせた複合経営が展開されております。本事業の実施により限りある水資源の

有効活用を図り、豊かな地域の創造、より一層の地域の発展に貢献したいと考えております。

　本事業は、総事業費149億円、工期は平成22年度から平成30年度までの9カ年で、赤川頭首工の改修、幹線用

水路の6路線の改修・改築、赤川揚水機場の撤去、用水管理施設の新設を行います。

　平成23年度予算は700百万円（22年度 180百万円）となっており、必要な予算を確保することができました。

本年度は、東３号幹線用水路の改修工事に着手する予定です。

　工事の実施については、基本的には上流部から順次行うこととしております。工事期間中は、周辺住民の皆様には

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

　本事業が早期に完了するよう国営事業所職員一丸となって事業の推進に努めてまいる所存でありますので、今後と

も関係者の皆様方のご支援を賜りますようよろしくお願いします。

　最後になりましたが、庄内赤川土地改良区が、地域からますます信頼される組織として、さらなるご繁栄、ご活躍

されますようお祈り申し上げ、ご挨拶といたします。

東北農政局
赤川農業水利事業所

所　長　井　爪　　　宏

第７回  通常総代会
　平成23年３月18日第７回庄内赤川土地改良区通常総代会を開催し、総代75名出席のもと、議長に山田鉄哉総代、
副議長に佐藤敬一総代を選出し、次の事項を審議し可決されました。
◇付議事項
承認第３号　　専決処分の承認について　
議　第８号　　庄内赤川土地改良区定款第４条、第26条、第27条、第30条及び第34条の変更について
議　第９号　　庄内赤川土地改良区規約の一部改正について　
議　第10号　　県営東郷堰地区土地改良事業の施行申請について
議　第11号　　県営京田・栄地区土地改良事業の施行申請について
議　第12号　　湯田川地区土地改良事業計画（農山漁村活性化プロジェクト支援交付金）の変更について
議　第13号　　上郷地区土地改良事業計画（農山漁村活性化プロジェクト支援交付金）の変更について
議　第14号　　団体営横山上地区土地改良事業の採択申請について　　　
議　第15号　　土地改良施設維持管理適正化事業資金の拠出について　
議　第16号　　平成23年度一般会計収入支出予算　
議　第17号　　平成23年度（特別会計）地区除外決済金収入支出予算　
議　第18号　　平成23年度（特別会計）職員退職給与資金収入支出予算　
議　第19号　　平成23年度（特別会計）団体営土地改良事業費収入支出予算　
議　第20号　　平成23年度（特別会計）県営赤川圃場整備事業費収入支出予算　
議　第21号　　平成23年度（特別会計）鶴岡西部県営圃場整備事業費収入支出予算　
議　第22号　　平成23年度（特別会計）押切地区事業費収入支出予算　
議　第23号　　平成23年度（特別会計）広野地区事業費収入支出予算　
議　第24号　　平成23年度（特別会計）大泉地区維持管理事業費収入支出予算　
議　第25号　　平成23年度（特別会計）東郷堰地区維持管理事業費収入支出予算　
議　第26号　　平成23年度（特別会計）八沢川地区維持管理事業費収入支出予算　
議　第27号　　平成23年度（特別会計）赤川地区共同管理費収入支出予算　
議　第28号　　平成23年度（特別会計）財政調整積立金収入支出予算　
議　第29号　　平成23年度（特別会計）総代役員退任慰労金収入支出予算　
議　第30号　　平成23年度区費賦課徴収方法について　
議　第31号　　平成23年度地区除外決済金について　
議　第32号　　一般会計及び特別会計一時借入金について　
議　第33号　　事業費（個人）の一括繰上償還について　
議　第34号　　指定金融機関等について

◇報告事項
　監報告第２号　平成22年度第２回定例監査報告

庄内赤川土地改良区西事務所竣工
赤川農業水利事業所が開所しました
庄内赤川土地改良区西事務所竣工
赤川農業水利事業所が開所しました

去る、平成22年9月29日、旧赤川土地

改良区連合跡地に「庄内赤川土地改良

区西事務所」が竣工し、10月1日より

同所に「東北農政局赤川農業水利事業

所」が開設されました。11月19日に、

東北農政局長はじめ関係各位出席のも

と開所式が行われました。

　事業所では、今後8年間の予定で実

施される、国営赤川二期事業におけ

る、調査・設計・工事施工にかかる業

務を行うとともに、関係改良区及び関

係機関との調整など、事業の地元窓口

として、事業完了までお世話になるこ

ととなります。

Photo : 平成22年11月19日　赤川農業水利事業所開所式

ご あ い さ つ
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議　第18号　　平成23年度（特別会計）職員退職給与資金収入支出予算　
議　第19号　　平成23年度（特別会計）団体営土地改良事業費収入支出予算　
議　第20号　　平成23年度（特別会計）県営赤川圃場整備事業費収入支出予算　
議　第21号　　平成23年度（特別会計）鶴岡西部県営圃場整備事業費収入支出予算　
議　第22号　　平成23年度（特別会計）押切地区事業費収入支出予算　
議　第23号　　平成23年度（特別会計）広野地区事業費収入支出予算　
議　第24号　　平成23年度（特別会計）大泉地区維持管理事業費収入支出予算　
議　第25号　　平成23年度（特別会計）東郷堰地区維持管理事業費収入支出予算　
議　第26号　　平成23年度（特別会計）八沢川地区維持管理事業費収入支出予算　
議　第27号　　平成23年度（特別会計）赤川地区共同管理費収入支出予算　
議　第28号　　平成23年度（特別会計）財政調整積立金収入支出予算　
議　第29号　　平成23年度（特別会計）総代役員退任慰労金収入支出予算　
議　第30号　　平成23年度区費賦課徴収方法について　
議　第31号　　平成23年度地区除外決済金について　
議　第32号　　一般会計及び特別会計一時借入金について　
議　第33号　　事業費（個人）の一括繰上償還について　
議　第34号　　指定金融機関等について

◇報告事項
　監報告第２号　平成22年度第２回定例監査報告

庄内赤川土地改良区西事務所竣工
赤川農業水利事業所が開所しました
庄内赤川土地改良区西事務所竣工
赤川農業水利事業所が開所しました

去る、平成22年9月29日、旧赤川土地

改良区連合跡地に「庄内赤川土地改良

区西事務所」が竣工し、10月1日より

同所に「東北農政局赤川農業水利事業

所」が開設されました。11月19日に、

東北農政局長はじめ関係各位出席のも

と開所式が行われました。

　事業所では、今後8年間の予定で実

施される、国営赤川二期事業におけ

る、調査・設計・工事施工にかかる業

務を行うとともに、関係改良区及び関

係機関との調整など、事業の地元窓口

として、事業完了までお世話になるこ

ととなります。

Photo : 平成22年11月19日　赤川農業水利事業所開所式

ご あ い さ つ
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【一般会計】
◆維持管理費
　○用水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 59,074千円 ○揚水機場費 （電力料・賃金・工費費等） 17,573千円
　○排水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 9,314千円 ○管理費 （水利協議会運営費等） 14,614千円
　○適正化事業費 （事業拠出金・事業費等） 13,299千円 ○施設改善事業費 （事業拠出金・事業費等） 4,846千円
　○菅野代頭首工費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 2,386千円 ○ため池費 （工事費等） 2,034千円
◆受託費
　○沖堰排水機場管理業務受託　2,400千円　○尾花排水機場管理業務受託　2,100千円
　○立岩・東岩本・天狗森地区地すべり防止施設管理受託　210千円
　○緊急雇用受託事業　11,311千円 （土地改良データ整備・農業水利施設操作技術習得・水利施設支障木伐採等）
◆事業分担金
　○国営造成施設県管理事業地元分担金 （赤川頭首工） 1,637千円
　○基幹水利施設管理事業地元分担金 （赤川用水機場、西１号幹線用水路） 2,589千円
　○農村災害対策整備事業地元分担金 （大川堰地区） 2,500千円
◆補償工事費
　○市道白山下興屋火打崎線パイプ移設工事　20,000千円　○市道渡前荒俣線パイプ移設工事　8,000千円
　○日本海沿岸道関連遠方回転灯設置工事　10,000千円

【特別会計】
　[団体営土地改良事業費] （青龍寺川地区・天保大川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○水路修繕費 （八ツ興屋地区排水路浚渫作業）　78千円
　[県営赤川圃場整備事業費] （青龍寺川地区、中川地区、天保大川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○用水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 25,925千円 ○揚水機場費 （電力料・賃金・工事費等） 6,301千円
　　○排水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 12,692千円 ○適正化事業費 （事業拠出金・事業費等） 4,140千円
　　○施設改善事業費 （事業拠出金等） 425千円 ○整備工事費 （青龍寺川地区） 13,000千円
　[鶴岡西部県営圃場整備事業費] （青龍寺川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○揚水機場費 （電力料・賃金等） 46,119千円 ○用水路費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 3,556千円
　　○幹線排水路費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 10,014千円 ○管水路費 （工事費） 4,400千円
　　○整備工事費 （整備工事費・修繕費等） 23,355千円 ○適正化事業費 （事業拠出金・事業費等） 12,044千円
　[押切地区事業費] （中川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○用水費 （刈払費・浚渫費・施設整備事業費等） 3,915千円 ○揚水機場費（電力料・賃金・修繕費等） 16,098千円
　　○適正化事業費 （事業拠出金等） 291千円
　[広野地区事業費] （中川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○用水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 7,380千円 ○揚水機場費 （電力料・賃金・修繕費等） 5,605千円
　　○適正化事業費 （事業拠出金） 474千円 ○農道管理事業費 （農道補修費） 600千円
　　○整備工事費 （整備工事費・小規模事業費） 3,201千円
　[大泉地区維持管理事業費] （青龍寺川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○施設維持管理事業費 （刈払費・浚渫費・工事費等）　5,224千円　
　　○適正化事業費 （事業拠出金等） 682千円
　[東郷堰地区維持管理事業費] （青龍寺川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○揚水機場費 （電力料・賃金・修繕費等） 17,712千円 ○水路費 （刈払費・浚渫費・修繕費等） 5,524千円
　　○適正化事業費 （事業拠出金等） 918千円
　[八沢川地区維持管理事業費]
　◆施設維持管理事業費
　　○用水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 6,300千円 ○揚水機場費 （電力料・賃金・修繕費等） 24,060千円
　　○ため池費 （賃金・修繕費等） 1,471千円 ○排水費 （刈払費・修繕費等） 2,009千円
　　○管理費 （水利運営協議会費等） 2,711千円 ○適正化事業費 （事業拠出金・事業費等） 6,278千円
　[赤川地区共同管理費]
　◆維持管理事業費
　　○利水費　34,362千円
　　・大鳥ダム及び熊出堰頭首工費　406千円　・東１号幹線用水路費　1,208千円　・成沢川排水路費 159千円
　　・赤川頭首工費 15,428千円 ・赤川用水機場費 8,773千円 ・西１号幹線用水路費 8,388千円
　　○水源涵養林費　2,282千円　○管理費　1,300千円
　

平成23年度の主な事業

平成２３年度賦課徴収方法

収 入
620,938千円

支 出
620,938千円

区費
376,558

管理費
187,121

財産費
45,442

区債及び借入金
43,310

負担金
68,610

納付金
250

補助金
947

諸支出金
37,537

維持管理事業費
123,140

選挙費
700

予備費
15,287

小規模畑地化整備事業
8,000補償工事費

38,001

分担金
6,726

受託費
16,021

財産収入
47

使用料
185

繰越金
43,500

繰入金
104,122

交付金
13,321

雑収入
3,747

補償工事費
38,001

受託費
16,471 借入金

1
納付金
2,532
補助金
22,453

◆ 一般会計　（単位：千円）

◆ 特別会計　（単位：千円）

◆ 期別賦課額の割合、賦課期日及び徴収期限

会議費
29,846

納 付 場 所：農業協同組合（鶴岡市・庄内たがわ・庄内みどり・酒田市袖浦）の各本所・支所・支店、荘内銀行
　　　　　　本支店・出張所、山形銀行・きらやか銀行の各支店、鶴岡信用金庫本支店、本土地改良区

口座振替日：第１期　５月31日(火)・第２期　10月31日(月)

1 . 地区除外決済金

2 . 職員退職給与資金

3 . 団体営土地改良事業費

4 . 県営赤川圃場整備事業費

5 . 鶴岡西部県営圃場整備事業費

6 . 押切地区事業費

7 . 広野地区事業費

789,223

192,220

13,488

134,992

293,716

31,120

48,713

会 　 計 　 区 　 分 予 算 額

8 ．大泉地区維持管理事業費

9．東郷堰地区維持管理事業費

10．八沢川地区維持管理事業費

11．赤川地区共同管理費

12．財政調整積立金

13．総代役員退任慰労金

　　　　 特別会計　13会計　　合計

10,381

75,114

60,207

123,830

1,226,348

5,960

3,005,312

会 　 計 　 区 　 分 予 算 額

一　般　会　計

（特別会計）大泉地区維持管理事業費

（特別会計）八沢川地区維持管理事業費

（特別会計）団体営土地改良事業費

（特別会計）鶴岡西部県営圃場整備事業費

（特別会計）県営赤川圃場整備事業費

（特別会計）押切地区事業費

（特別会計）広野地区事業費

（特別会計）東郷堰地区維持管理事業費

第1期
平成23年
5月31日

第2期
平成23年
10月31日

平成23年4月1日
現在の土地原簿
記載地積により
賦課する

会　計　区　分 期　別 賦課期日賦課額の割合 徴収期限

平 成 2 3 年 度 予 算
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【一般会計】
◆維持管理費
　○用水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 59,074千円 ○揚水機場費 （電力料・賃金・工費費等） 17,573千円
　○排水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 9,314千円 ○管理費 （水利協議会運営費等） 14,614千円
　○適正化事業費 （事業拠出金・事業費等） 13,299千円 ○施設改善事業費 （事業拠出金・事業費等） 4,846千円
　○菅野代頭首工費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 2,386千円 ○ため池費 （工事費等） 2,034千円
◆受託費
　○沖堰排水機場管理業務受託　2,400千円　○尾花排水機場管理業務受託　2,100千円
　○立岩・東岩本・天狗森地区地すべり防止施設管理受託　210千円
　○緊急雇用受託事業　11,311千円 （土地改良データ整備・農業水利施設操作技術習得・水利施設支障木伐採等）
◆事業分担金
　○国営造成施設県管理事業地元分担金 （赤川頭首工） 1,637千円
　○基幹水利施設管理事業地元分担金 （赤川用水機場、西１号幹線用水路） 2,589千円
　○農村災害対策整備事業地元分担金 （大川堰地区） 2,500千円
◆補償工事費
　○市道白山下興屋火打崎線パイプ移設工事　20,000千円　○市道渡前荒俣線パイプ移設工事　8,000千円
　○日本海沿岸道関連遠方回転灯設置工事　10,000千円

【特別会計】
　[団体営土地改良事業費] （青龍寺川地区・天保大川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○水路修繕費 （八ツ興屋地区排水路浚渫作業）　78千円
　[県営赤川圃場整備事業費] （青龍寺川地区、中川地区、天保大川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○用水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 25,925千円 ○揚水機場費 （電力料・賃金・工事費等） 6,301千円
　　○排水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 12,692千円 ○適正化事業費 （事業拠出金・事業費等） 4,140千円
　　○施設改善事業費 （事業拠出金等） 425千円 ○整備工事費 （青龍寺川地区） 13,000千円
　[鶴岡西部県営圃場整備事業費] （青龍寺川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○揚水機場費 （電力料・賃金等） 46,119千円 ○用水路費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 3,556千円
　　○幹線排水路費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 10,014千円 ○管水路費 （工事費） 4,400千円
　　○整備工事費 （整備工事費・修繕費等） 23,355千円 ○適正化事業費 （事業拠出金・事業費等） 12,044千円
　[押切地区事業費] （中川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○用水費 （刈払費・浚渫費・施設整備事業費等） 3,915千円 ○揚水機場費（電力料・賃金・修繕費等） 16,098千円
　　○適正化事業費 （事業拠出金等） 291千円
　[広野地区事業費] （中川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○用水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 7,380千円 ○揚水機場費 （電力料・賃金・修繕費等） 5,605千円
　　○適正化事業費 （事業拠出金） 474千円 ○農道管理事業費 （農道補修費） 600千円
　　○整備工事費 （整備工事費・小規模事業費） 3,201千円
　[大泉地区維持管理事業費] （青龍寺川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○施設維持管理事業費 （刈払費・浚渫費・工事費等）　5,224千円　
　　○適正化事業費 （事業拠出金等） 682千円
　[東郷堰地区維持管理事業費] （青龍寺川地区）
　◆施設維持管理事業費
　　○揚水機場費 （電力料・賃金・修繕費等） 17,712千円 ○水路費 （刈払費・浚渫費・修繕費等） 5,524千円
　　○適正化事業費 （事業拠出金等） 918千円
　[八沢川地区維持管理事業費]
　◆施設維持管理事業費
　　○用水費 （刈払費・浚渫費・工事費等） 6,300千円 ○揚水機場費 （電力料・賃金・修繕費等） 24,060千円
　　○ため池費 （賃金・修繕費等） 1,471千円 ○排水費 （刈払費・修繕費等） 2,009千円
　　○管理費 （水利運営協議会費等） 2,711千円 ○適正化事業費 （事業拠出金・事業費等） 6,278千円
　[赤川地区共同管理費]
　◆維持管理事業費
　　○利水費　34,362千円
　　・大鳥ダム及び熊出堰頭首工費　406千円　・東１号幹線用水路費　1,208千円　・成沢川排水路費 159千円
　　・赤川頭首工費 15,428千円 ・赤川用水機場費 8,773千円 ・西１号幹線用水路費 8,388千円
　　○水源涵養林費　2,282千円　○管理費　1,300千円
　

平成23年度の主な事業

平成２３年度賦課徴収方法

収 入
620,938千円

支 出
620,938千円

区費
376,558

管理費
187,121

財産費
45,442

区債及び借入金
43,310

負担金
68,610

納付金
250

補助金
947

諸支出金
37,537

維持管理事業費
123,140

選挙費
700

予備費
15,287

小規模畑地化整備事業
8,000補償工事費

38,001

分担金
6,726

受託費
16,021

財産収入
47

使用料
185

繰越金
43,500

繰入金
104,122

交付金
13,321

雑収入
3,747

補償工事費
38,001

受託費
16,471 借入金

1
納付金
2,532
補助金
22,453

◆ 一般会計　（単位：千円）

◆ 特別会計　（単位：千円）

◆ 期別賦課額の割合、賦課期日及び徴収期限

会議費
29,846

納 付 場 所：農業協同組合（鶴岡市・庄内たがわ・庄内みどり・酒田市袖浦）の各本所・支所・支店、荘内銀行
　　　　　　本支店・出張所、山形銀行・きらやか銀行の各支店、鶴岡信用金庫本支店、本土地改良区

口座振替日：第１期　５月31日(火)・第２期　10月31日(月)

1 . 地区除外決済金

2 . 職員退職給与資金

3 . 団体営土地改良事業費

4 . 県営赤川圃場整備事業費

5 . 鶴岡西部県営圃場整備事業費

6 . 押切地区事業費

7 . 広野地区事業費

789,223

192,220

13,488

134,992

293,716

31,120

48,713

会 　 計 　 区 　 分 予 算 額

8 ．大泉地区維持管理事業費

9．東郷堰地区維持管理事業費

10．八沢川地区維持管理事業費

11．赤川地区共同管理費

12．財政調整積立金

13．総代役員退任慰労金

　　　　 特別会計　13会計　　合計

10,381

75,114

60,207

123,830

1,226,348

5,960

3,005,312

会 　 計 　 区 　 分 予 算 額

一　般　会　計

（特別会計）大泉地区維持管理事業費

（特別会計）八沢川地区維持管理事業費

（特別会計）団体営土地改良事業費

（特別会計）鶴岡西部県営圃場整備事業費

（特別会計）県営赤川圃場整備事業費

（特別会計）押切地区事業費

（特別会計）広野地区事業費

（特別会計）東郷堰地区維持管理事業費

第1期
平成23年
5月31日

第2期
平成23年
10月31日

平成23年4月1日
現在の土地原簿
記載地積により
賦課する

会　計　区　分 期　別 賦課期日賦課額の割合 徴収期限

平 成 2 3 年 度 予 算
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◆ （特別会計）八沢川地区維持管理事業費

01－Ａ

01－Ｄ

01－Ｇ

01－Ｅ

01－Ｈ

01－Ｊ

01－Ｆ

01－Ｉ

01－Ｋ

01－Ｌ

11－Ａ

13－Ａ

30－Ｂ

31－Ａ

31－Ｂ

31－Ｃ

31－Ｄ

32－９

33－Ａ

33－Ｂ

33－Ｃ

35－Ｂ

35－Ｄ

36－Ａ

36－Ｆ

36－Ｂ

36－Ｃ

36－Ｄ

36－Ｅ

45－Ａ

45－Ｂ

45－Ｃ

45－Ｄ

45－Ｅ

50－Ａ

50－Ｂ

50－Ｃ

50－Ｄ

60－Ａ

60－Ｂ

65－Ａ

65－Ｂ

65－Ｃ

65－Ｅ

一般賦課金（運営事務費）

　　同　　（維持管理費・青龍寺川地区）

　　同　　（赤川管理費・青龍寺川地区）

　　同　　（維持管理費・中川地区）

　　同　　（赤川管理費・中川地区）

　　同　　（事業償還費・中川地区）

　　同　　（維持管理費・天保大川地区）

　　同　　（赤川管理費・天保大川地区）

　　同　　（事業償還費・天保大川地区）

　　同　　（維持管理費・八沢川地区）

団体営事業費(西荒屋圃場整備）

　　 同　　（松ヶ岡地区土地総）

県営赤川圃場費（維持管理費・青龍寺川地区）

　　  同　　　（維持管理費・第5-1事業区）

　　  同　　　（事業費・第5-1事業区）

　　  同　　　（維持管理費・第5-2事業区）

　　  同　　　（事業費・第5-2事業区）

　　  同　　　（事業費・暗渠第九区）

　　  同　　　（事業費・第2事業区）

　　  同　　　（事業費・第3事業区）

　　  同　　　（事業費・第4事業区）

鶴西県圃費（事業費・京田・第6-1事業区）

　 同　（事業費・大泉西・第4-1事区）

　 同　（維持管理費・湯田川・第3事業区【A】）

　 同　（維持管理費・湯田川・第3事業区【B】）

　 同   （維持管理費・京田・第6-1事業区）

　 同　（維持管理費・栄・第6-2事業区）

　 同   （維持管理費・大泉西・第4-1事業区）

　 同　（維持管理費・大泉東・第4-2事業区）

押切地区事業費（共通地区）

　 同　　（維持管理費・第６事業区）

　 同　　（事業費・第６事業区）

　 同　　（維持管理費・落合地区）

　 同　　（事業償還費・水田汎用化地区）

広野地区事業費（維持管理費・共通地区）

　 同　　（維持管理費・黒森地区）

　 同　　（維持管理費・昭和地区）

　 同　　（事業償還費・区画整理地区）

大泉地区管理費（共同地区）

　 同　　（岡山地区）

東郷堰地区管理費（東郷堰地区）

　 同　　（門前単独地区）

　 同　　（尾花開田単独地区）

　 同　　（成田開田単独地区）

630

1,100

880

2,000

760

190

4,620

340

1,760

1,670

5,000

1,980

1,550

200

4,000

200

H22完了

1,740

1,640

2,780

賦課なし

2,900

5,000

1,500

4,100

4,100

4,250

4,250

1,300

2,600

200

9,660

7,200

2,700

2,800

4,950

1,650

330

460

3,500

5,000

4,290

800

H27

H36

H32

H28

H23

H25

H27

H27

H27繰償

H26

H23繰償

別に定める一筆毎賦課

◆一般会計

66－Ａ

66－Ｂ

66－Ｃ

66－Ｄ

66－Ｅ

67－Ａ

68－Ａ

68－Ｂ

68－Ｃ

68－Ｄ

善阿弥堰土地総（全関係）

　　同　　 （整地除外）

　　同     （整地暗渠除外）

　　同　　 （排水路工除外）

　　同　　 （換地暗渠負担）

門前地区基盤整備

八沢川地区管理費 （維持管理費・田川地区）

　　 同　　  （維持管理費・上郷地区）

　　 同　　  （維持管理費・大山地区）

　　 同　　  （維持管理費・馬町地区）

H24繰償

〃

〃

〃

〃

H36

6,500

5,930

4,980

5,260

2,020

4,400

2,200

3,000

3,000

3,500

◆ （特別会計）東郷堰地区維持管理事業費（つづき）

◆ （特別会計）団体営土地改良事業費

◆ （特別会計）県営赤川地区圃場整備事業費

◆ （特別会計）鶴岡西部県営圃場整備事業費

◆ （特別会計）押切地区事業費

◆ （特別会計）広野地区事業費

◆ （特別会計）大泉地区維持管理事業費

◆ （特別会計）東郷堰地区維持管理事業費

事業番号 10a賦課金 最終事　　業　　名

平 成 2 3 年 度 賦 課 金

広野地区事業費

大 泉 地 区
維持管理事業費

東 郷 堰 地 区

維持管理事業費

八 沢 川 地 区

維持管理事業費

81,000

84,000

148,500

9,900

13,800

105,000

150,000

128,700

24,000

1,608

1,468

1,233

1,302

500

49,286

66,000

90,000

90,000

105,000

共通地区

黒森地区

昭和地区

共同地区

岡山地区

東郷堰地区

門前単独地区

尾花開田単独地区

成田開田単独地区

善阿弥堰地区土地総（全関係）

　　　　〃　　　　（整地除外）　　

　　　　〃　　　　（整地暗渠除外）

　　　　〃　　　　（排水路工除外）

　　　　〃　　　　（換地暗渠負担）

門前地区担い手育成基盤整備

田川地区

上郷地区

大山地区

馬町地区

決済金の名称 対　象　地　区
1,000㎡当り
決済金（円）

－決済金とは－
　事業費は、当初の受益面積で対応しており、転用等で除外されますと残された土地で維持管理費や償還金等を負

担することになり、受益者は不利益をこうむることになります。

土地改良区は転用組合員に対し、その土地の負担相当分を決済の対象とし、残りの組合員の負担が過重にならない

ように決済金を徴収するものです。

　◇公共事業用地（河川、道路、学校等）として買収される転用農地についても上記の決済金が徴収されます。

　◇転用に関するお問い合わせは財務会計部（0235-22-5079）までお願いします。

組合員の資格変更の届出
　◇農地の移動（売買、賃貸借等）◇生前一括贈与または死亡による名義変更
　◇農業者年金受給及び老齢等による経営移譲　◇住所の変更
　◇賦課金振替口座の変更

農地を賃貸借した場合
　◇農地を賃貸借した場合、賃借人が賦課対象者となります。
　　水利費は賃借人、事業賦課金（償還費等）を賃貸人に賦課したい場合は、賦課
　　金納入取扱申請書の届出が必要になります。

早めの移動届出を
　◇当該年度の処理にかかわる届出は、農業委員会への申請許可を経て３月まで
　　にお願いします。変更された４月１日現在の台帳地積と組合員資格で賦課の
　　基準となります。
　　また、農協受委託等にかかわらず、本人申請が原則ですから受委託者が確定
　　したときは早めに本区へ届出をして下さい。

農地を転用するとき
　◇農地を宅地等に転用した場合、届出をして決済金を納付して頂きます。
　◇公共用地による農地買収の場合も同様の手続きとなります。
　◇4月1日以降に転用の届出をした場合は、当該年度の賦課金は納入しなければ
　　なりませんので、ご注意願います。

土地改良施設の他目的使用の届出
　◇雨水排水、合併浄化槽処理水を放流するとき。
　◇土地改良施設を出入口等に使用するとき。
　　　

運 営 事 務 費

維持管理事業費

団 体 営
土地改良事業費

県 営 赤 川

圃場整備事業費

鶴 岡 西 部 県 営

圃場整備事業費

押切地区事業費

18,900

59,400

83,556

160,972

50,100

18,641

59,400

46,500

120,000

29,140

29,800

29,503

150,000

45,000

164,185

127,500

123,000

123,000

39,000

78,000

289,800

21,429

全地区

青龍寺川地区

中川地区

天保大川地区

八沢川地区

西荒屋圃場整備地区

松ヶ岡土地総地区

第1事業区（青龍寺川地区）

第5-1事業区（中川地区）

第5-2事業区（中川地区）

第2事業区（天保大川地区）

第3事業区（天保大川地区）

第4事業区（天保大川地区)

第3事業区（湯田川地区）【A】

第3事業区（湯田川地区）【B】

第4-1事業区（大泉西地区）

第4-2事業区（大泉東地区）

第6-1事業区（京田地区）

第6-2事業区（栄地区）

共通地区

第６事業区

落合地区

水田汎用化地区

一筆毎に定める

決済金の名称 対　象　地　区
1,000㎡当り
決済金（円）

　売買等で農地の移動を

する場合、その農地に滞

納 さ れ て い る 賦 課 金 が

あったときは土地改良法

の規定により、取得した

組合員が滞納賦課金を承

継し納付しなければなり

ません。

　必ず、土地改良区に未

納があるか確かめてから

契約するように注意して

下さい。

滞納賦課金は
継承されます

こんなときは必ず届出をお願いします 注意して下さい

平 成 2 3 年 度 決 済 金

※各農地の決済金総額は賦課対象によりそれぞれ異なり

　ますので、詳しくは財務会計部（0235-22-5079）まで

　お問い合わせ願います。

事業番号 10a賦課金 最終事　　業　　名



5 6

◆ （特別会計）八沢川地区維持管理事業費

01－Ａ

01－Ｄ

01－Ｇ

01－Ｅ

01－Ｈ

01－Ｊ

01－Ｆ

01－Ｉ

01－Ｋ

01－Ｌ

11－Ａ

13－Ａ

30－Ｂ

31－Ａ

31－Ｂ

31－Ｃ

31－Ｄ

32－９

33－Ａ

33－Ｂ

33－Ｃ

35－Ｂ

35－Ｄ

36－Ａ

36－Ｆ

36－Ｂ

36－Ｃ

36－Ｄ

36－Ｅ

45－Ａ

45－Ｂ

45－Ｃ

45－Ｄ

45－Ｅ

50－Ａ

50－Ｂ

50－Ｃ

50－Ｄ

60－Ａ

60－Ｂ

65－Ａ

65－Ｂ

65－Ｃ

65－Ｅ

一般賦課金（運営事務費）

　　同　　（維持管理費・青龍寺川地区）

　　同　　（赤川管理費・青龍寺川地区）

　　同　　（維持管理費・中川地区）

　　同　　（赤川管理費・中川地区）

　　同　　（事業償還費・中川地区）

　　同　　（維持管理費・天保大川地区）

　　同　　（赤川管理費・天保大川地区）

　　同　　（事業償還費・天保大川地区）

　　同　　（維持管理費・八沢川地区）

団体営事業費(西荒屋圃場整備）

　　 同　　（松ヶ岡地区土地総）

県営赤川圃場費（維持管理費・青龍寺川地区）

　　  同　　　（維持管理費・第5-1事業区）

　　  同　　　（事業費・第5-1事業区）

　　  同　　　（維持管理費・第5-2事業区）

　　  同　　　（事業費・第5-2事業区）

　　  同　　　（事業費・暗渠第九区）

　　  同　　　（事業費・第2事業区）

　　  同　　　（事業費・第3事業区）

　　  同　　　（事業費・第4事業区）

鶴西県圃費（事業費・京田・第6-1事業区）

　 同　（事業費・大泉西・第4-1事区）

　 同　（維持管理費・湯田川・第3事業区【A】）

　 同　（維持管理費・湯田川・第3事業区【B】）

　 同   （維持管理費・京田・第6-1事業区）

　 同　（維持管理費・栄・第6-2事業区）

　 同   （維持管理費・大泉西・第4-1事業区）

　 同　（維持管理費・大泉東・第4-2事業区）

押切地区事業費（共通地区）

　 同　　（維持管理費・第６事業区）

　 同　　（事業費・第６事業区）

　 同　　（維持管理費・落合地区）

　 同　　（事業償還費・水田汎用化地区）

広野地区事業費（維持管理費・共通地区）

　 同　　（維持管理費・黒森地区）

　 同　　（維持管理費・昭和地区）

　 同　　（事業償還費・区画整理地区）

大泉地区管理費（共同地区）

　 同　　（岡山地区）

東郷堰地区管理費（東郷堰地区）

　 同　　（門前単独地区）

　 同　　（尾花開田単独地区）

　 同　　（成田開田単独地区）

630

1,100

880

2,000

760

190

4,620

340

1,760

1,670

5,000

1,980

1,550

200

4,000

200

H22完了

1,740

1,640

2,780

賦課なし

2,900

5,000

1,500

4,100

4,100

4,250

4,250

1,300

2,600

200

9,660

7,200

2,700

2,800

4,950

1,650

330

460

3,500

5,000

4,290

800

H27

H36

H32

H28

H23

H25

H27

H27

H27繰償

H26

H23繰償

別に定める一筆毎賦課

◆一般会計

66－Ａ

66－Ｂ

66－Ｃ

66－Ｄ

66－Ｅ

67－Ａ

68－Ａ

68－Ｂ

68－Ｃ

68－Ｄ

善阿弥堰土地総（全関係）

　　同　　 （整地除外）

　　同     （整地暗渠除外）

　　同　　 （排水路工除外）

　　同　　 （換地暗渠負担）

門前地区基盤整備

八沢川地区管理費 （維持管理費・田川地区）

　　 同　　  （維持管理費・上郷地区）

　　 同　　  （維持管理費・大山地区）

　　 同　　  （維持管理費・馬町地区）

H24繰償

〃

〃

〃

〃

H36

6,500

5,930

4,980

5,260

2,020

4,400

2,200

3,000

3,000

3,500

◆ （特別会計）東郷堰地区維持管理事業費（つづき）

◆ （特別会計）団体営土地改良事業費

◆ （特別会計）県営赤川地区圃場整備事業費

◆ （特別会計）鶴岡西部県営圃場整備事業費

◆ （特別会計）押切地区事業費

◆ （特別会計）広野地区事業費

◆ （特別会計）大泉地区維持管理事業費

◆ （特別会計）東郷堰地区維持管理事業費

事業番号 10a賦課金 最終事　　業　　名

平 成 2 3 年 度 賦 課 金

広野地区事業費

大 泉 地 区
維持管理事業費

東 郷 堰 地 区

維持管理事業費

八 沢 川 地 区

維持管理事業費

81,000

84,000

148,500

9,900

13,800

105,000

150,000

128,700

24,000

1,608

1,468

1,233

1,302

500

49,286

66,000

90,000

90,000

105,000

共通地区

黒森地区

昭和地区

共同地区

岡山地区

東郷堰地区

門前単独地区

尾花開田単独地区

成田開田単独地区

善阿弥堰地区土地総（全関係）

　　　　〃　　　　（整地除外）　　

　　　　〃　　　　（整地暗渠除外）

　　　　〃　　　　（排水路工除外）

　　　　〃　　　　（換地暗渠負担）

門前地区担い手育成基盤整備

田川地区

上郷地区

大山地区

馬町地区

決済金の名称 対　象　地　区
1,000㎡当り
決済金（円）

－決済金とは－
　事業費は、当初の受益面積で対応しており、転用等で除外されますと残された土地で維持管理費や償還金等を負

担することになり、受益者は不利益をこうむることになります。

土地改良区は転用組合員に対し、その土地の負担相当分を決済の対象とし、残りの組合員の負担が過重にならない

ように決済金を徴収するものです。

　◇公共事業用地（河川、道路、学校等）として買収される転用農地についても上記の決済金が徴収されます。

　◇転用に関するお問い合わせは財務会計部（0235-22-5079）までお願いします。

組合員の資格変更の届出
　◇農地の移動（売買、賃貸借等）◇生前一括贈与または死亡による名義変更
　◇農業者年金受給及び老齢等による経営移譲　◇住所の変更
　◇賦課金振替口座の変更

農地を賃貸借した場合
　◇農地を賃貸借した場合、賃借人が賦課対象者となります。
　　水利費は賃借人、事業賦課金（償還費等）を賃貸人に賦課したい場合は、賦課
　　金納入取扱申請書の届出が必要になります。

早めの移動届出を
　◇当該年度の処理にかかわる届出は、農業委員会への申請許可を経て３月まで
　　にお願いします。変更された４月１日現在の台帳地積と組合員資格で賦課の
　　基準となります。
　　また、農協受委託等にかかわらず、本人申請が原則ですから受委託者が確定
　　したときは早めに本区へ届出をして下さい。

農地を転用するとき
　◇農地を宅地等に転用した場合、届出をして決済金を納付して頂きます。
　◇公共用地による農地買収の場合も同様の手続きとなります。
　◇4月1日以降に転用の届出をした場合は、当該年度の賦課金は納入しなければ
　　なりませんので、ご注意願います。

土地改良施設の他目的使用の届出
　◇雨水排水、合併浄化槽処理水を放流するとき。
　◇土地改良施設を出入口等に使用するとき。
　　　

運 営 事 務 費

維持管理事業費

団 体 営
土地改良事業費

県 営 赤 川

圃場整備事業費

鶴 岡 西 部 県 営

圃場整備事業費

押切地区事業費

18,900

59,400

83,556

160,972

50,100

18,641

59,400

46,500

120,000

29,140

29,800

29,503

150,000

45,000

164,185

127,500

123,000

123,000

39,000

78,000

289,800

21,429

全地区

青龍寺川地区

中川地区

天保大川地区

八沢川地区

西荒屋圃場整備地区

松ヶ岡土地総地区

第1事業区（青龍寺川地区）

第5-1事業区（中川地区）

第5-2事業区（中川地区）

第2事業区（天保大川地区）

第3事業区（天保大川地区）

第4事業区（天保大川地区)

第3事業区（湯田川地区）【A】

第3事業区（湯田川地区）【B】

第4-1事業区（大泉西地区）

第4-2事業区（大泉東地区）

第6-1事業区（京田地区）

第6-2事業区（栄地区）

共通地区

第６事業区

落合地区

水田汎用化地区

一筆毎に定める

決済金の名称 対　象　地　区
1,000㎡当り
決済金（円）

　売買等で農地の移動を

する場合、その農地に滞

納 さ れ て い る 賦 課 金 が

あったときは土地改良法

の規定により、取得した

組合員が滞納賦課金を承

継し納付しなければなり

ません。

　必ず、土地改良区に未

納があるか確かめてから

契約するように注意して

下さい。

滞納賦課金は
継承されます

こんなときは必ず届出をお願いします 注意して下さい

平 成 2 3 年 度 決 済 金

※各農地の決済金総額は賦課対象によりそれぞれ異なり

　ますので、詳しくは財務会計部（0235-22-5079）まで

　お問い合わせ願います。

事業番号 10a賦課金 最終事　　業　　名
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国営赤川二期農業水利事業について

事務局各部会担当理事について

　赤川二期農業水利事業は、赤川頭首工及び

幹線用水路を改修するとともに、用水系統の

再編により、農業用水の安定的な供給と施設

の維持管理の軽減を図るため、総事業費149

億円、平成22年度から平成30年度までを事

業工期として事業がスタートしました。

　昨年10月の事業所開設以来、早期の工事

着手に向け設計等の業務を進めてきており、

今年度、東３号幹線用水路の工事（約１㎞）

に着手する予定です。工事は稲刈り後の10

月から翌年の取水開始前の３月までを工期と

して実施します。

　つきましては、地元関係者の皆様には、工

事の内容等について説明して参りますので、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。
東３号幹線用水路工事予定区間

下馬渡公民館周辺から

下流側へ約１kmの区間

事務局各部会の担当理事及び各正副部会長が下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

なお任期は平成25年3月までとなります。

理事長

副理事長

第一理事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

区　分

助川

黒川

高坂

東荒屋

石野新田

広野

荒井京田

神花

住　所

－

財務会計部会（会計担当）

財務会計部会（会計担当）

工務部会（部会長）

総務部会（副部会長）

工務部会

工務部会

工務部（副部会長）

担当部会

清和亮次

渡部敏美

斎藤悌一

今野清治

佐藤満義

渋谷克正

後藤　清

佐藤俊介

氏　名

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

区　分

渡前

押切新田

少連寺

勝福寺

矢馳

馬渡

中京田

菱津

住　所

工務部会

財務会計部会（部会長）

工務部会

財務会計部会（副部会長）

財務会計部会

財務会計部会

総務部会

総務部会（部会長）

担当部会

齋藤弘道

三浦顕一

伊藤　淳

菅原松男

佐藤一眞

菅原　智

佐藤　強

本間松弥

氏　名

（
平
成
2
3
年
4
月
1
日
現
在
）

工
務

部
総

務
部

財
務

会
計

部

平
成
23
年
度
事
務
局
体
制

事
務

局
長（

総
務
部
長
兼
務
）

庄
司
重

忠

工
務

部
長（

管
理

担
当
）

板
垣
民
雄

財
務
会
計
部
長

高
橋

武
郎

課
長

補
佐

林
　
牧
人

工
務

課
長（

水
利

担
当

）

佐
藤
和
生

課
長

補
佐

五
十
嵐
吉
巳

係
長

佐
々
木
正
秀

工
務
課
長（

事
業
担
当
）

佐
藤

哲
也

課
長
補
佐

菅
原

　
卓

係
長

伊
藤

慶
紀

総
務

課
長

佐
藤
正

勝

課
長

補
佐

三
浦
克

之

財
務
会
計
課
長

菅
原

　
健

会
計
主
任

阿
部

　
俊

課
長
補
佐

進
藤

真
弥

技
師

佐
藤
健
太

技
師

丸
山
幸
寿

技
師

吉
村
真
枝

技
師

冨
樫

　
司

技
師（

新
採

）

伊
田
真
澄

嘱
託

斎
藤

正
人

技
師（

新
採

）

萩
原
智
恵

技
師

渡
部

奈
々

技
師

成
澤

拓
磨

主
事

五
十
嵐

し
ん

主
事

石
井

恵
美

子

嘱
託

渡
部

一
枝

技
師

長
沼

久
美

子

下馬渡公民館



内　川

鶴岡公園

赤川農業水利
事業所

鶴岡市役所 旧荘内病院 荘内病院

信用金庫
庄内赤川土地改良区

事務所

至大山

至羽黒

  ホームページとE-mailをご利用下さい
ホームページには各種お知らせや申請様式等

を公開しております。どうぞご利用下さい。

URL： http://www.shonaiakagawa.jp
e-mail ： info@shonaiakagawa.jp

事務所の所在地

市町村名

受益面積

組合員数

（鶴岡地区）

4,730.1ha

2,225人

     

（朝日地区）

254.1ha

163人

（櫛引地区）

1,882.4ha

828人

（羽黒地区）

718.6ha

411人

（藤島地区）

912.1ha

404人

827.5ha

700人

2,103.0ha

916人

0.4ha

20人

11,428.2ha

5,667人

鶴　岡　市
酒田市 三川町 庄内町

「大鳥池」庄内赤川土地改良区で管理する農業用水源として夏場の水不足解消のため赤川に放流しています。

計

受益面積及び組合員数 （H23．4月現在）

広報 第9号　平成23年5月発行　　発行所：鶴岡市馬場町7番35号　庄内赤川土地改良区

URL http://www.shonaiakagawa.jp
e-mail info@shonaiakagawa.jp

　農家に生まれ、小さい時から「水・土・里」

に囲まれて育ってきた私ですが、これからはそ

れらを守る役割を担っていくために、一つずつ

勉強しながら頑張りますのでよろしくお願いい

たします。

新 　 人 　 紹 　 介

本  区  の  業  務  と  連  絡  先

　私は庄内に住んで今年４年目ですが、緑豊か

な庄内平野は、食の産地としても本当に素晴ら

しいところだと思います。一日も早く仕事を覚

えて皆さんの力になれるよう努力しますのでよ

ろしくお願いいたします。

★萩原智恵（22）　工務部所属

本年度より事務局体制が変わりました。各業務のお問い合わせ先は下記のとおりですので

よろしくお願いいたします。

■賦課金・農地転用・経営移譲・会計業務等

財務会計部 ：（TEL）0235-22-5079
（FAX）0235-22-2185

e-mail : kanri@shonaiakagawa.jp

■水利・施設管理・各種事業・工事等

工　務　部 ：（TEL）0235-22-1173
（FAX）0235-22-2434

■その他のお問い合わせ
　総　務　部 ：（TEL）0235-22-2135㈹
　総　務　部 ：（FAX）0235-22-2185

e-mail : koumu@shonaiakagawa.jp

★伊田真澄（23）　工務部所属




